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第 6 章 一括ファクタリング 

 

第１節 支払企業利用編 

「発生記録請求（債務者請求方式）」とは、電子記録債権を債務者側から発生させる手続き

をいいます。 

 

１．個別発生記録請求_電子記録債権を１件ずつ発生させる方法 

ここでは、「発生記録請求（債務者請求方式）」により、電子記録債権を１件ずつ発生させ

る手続き方法を説明します。 

 

 

 

【例】貴社（㈱千代田丸製作所）が下記の条件で債務者請求方式による発生記録請求を行

う場合の手続きです。 

 

                 電子記録債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱千代田丸製作所 

債務者 

大阪北浜工業㈱ 

債権者 

利用者番号：00000HP99 

支店コード：100（日本橋） 

口座情報：（当座）1111101 

金額：1,000,000円 

支払期日：2015年 1月 31日 

その他：譲渡制限なし 

利用者番号：00000HPA6 

支店コード：150（梅田） 

口座情報：（当座）2222202 

【発生記録請求の手続きの流れ】 

登録（担当者） → 請求入力確認票の出力・確認（担当者） 

→ 承認（承認者） → 請求結果通知の出力・確認（担当者・承認者） 
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（1）発生記録請求の登録 

①メニューから[記録請求]→[発生記録請求]→[登録]を選択します。 

 
 

 

 

②債務者情報（㈱千代田丸製作所）、債権者情報（大阪北浜工業㈱）、債権情報（金額、期

日等）を入力し、 確認 をクリックします。 

【注１】相手方の利用者番号等が不明な場合は、それぞれの項目の 検索 をクリックす

ると検索画面が表示されるので、指示に従い入力および選択をします。不明だった利用者

番号項目に選択した利用者番号が反映されます。 

【注２】「電子記録年月日」を先日付にする場合は、入力が必要です。「電子記録年月日」

をブランクにした場合は、入力日が電子記録年月日となります。 

 

 

 

 

 

 

 

先日付の場合は

入力必須です。 
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③内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 
 

④登録が完了しました。「依頼番号」をコピーします。依頼番号をコピーすることで検索条

件をより詳細に指定できます。 

 

 

（２）請求入力確認票の出力および確認 

登録内容が正しく入力されているか「請求入力確認票（発生記録請求）」を出力して確認し

ます。 

①メニューから［記録請求］→［記録照会］→［記録請求照会］を選択します。 

 

 

コピーします。
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②「業務種別」（この場合は「発生記録」）をプルダウンメニューから選択します。（１）－

④でコピーした「依頼番号」をペーストし、（必須項目以外は未入力であっても検索は可能

です。） 検索 をクリックします。 

 

 

③検索結果が表示されます。詳細を確認する場合は、「発生記録請求（債務者請求方式）（青

字）」をクリックします。詳細確認後、 帳票作成 をクリックします。 
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④帳票作成が完了しました。「帳票受付ＩＤ」をコピーします。帳票受付ＩＤをコピーする

ことで検索条件をより詳細に指定できます。 

 

 

 

⑤メニューから［帳票照会］を選択します。④でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペースト

し、 検索 をクリックします。 

 

 

 

⑥検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 

 

 

コピーします。
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⑦ 開く をクリックします。 

 

 

⑧ 印刷 をクリックし、出力します。 

 

 

⑨ OK をクリックします。 
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⑩「請求入力確認票」の内容を確認します。 

内容が正しければ、「（５）発生記録請求の承認」へ進みます。 

内容に相違があった場合は、「（３）発生記録請求の登録内容変更」または、「（４）発生記

録請求の登録内容削除」へ進みます。 
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（３）発生記録請求の登録内容変更 

登録した内容（承認前）を変更（修正）するオペレーションです。ただし、承認後の登録

内容を変更することはできません。 

①メニューから［記録請求］→［発生記録請求］→［変更・削除］を選択します。 

 

 

②「支店コード」等を入力して検索条件を指定し、 検索 をクリックします。 

 
 

③登録内容を変更する債権のラジオボタンをオンにし、 変更 をクリックします。 
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④登録内容を修正（この場合は、金額を変更。）し、 確認 をクリックします。 

 

 

⑤内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 

 

⑥登録内容の変更が完了しました。「依頼番号」をコピーします。依頼番号をコピーするこ

とで検索条件をより詳細に指定できます。 

 

 

コピーします。
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⑦「（２）請求入力確認票の出力および確認」を参照して「請求入力確認票（発生記録請求）」

を出力します。修正項目（この【例】では、金額変更）が正しく反映されているか確認し

ます。 

内容が正しければ、「（４）発生記録請求の承認」へ進みます。 

内容に相違があった場合は、「（３）発生記録請求の登録内容変更」または、「（４）発生記

録請求の登録内容削除」へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000円から 

1,500,000円に変更 
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（４）発生記録請求の登録内容削除 

登録した内容（承認前）を削除するオペレーションです。登録内容が削除され、未登録の

状態になりますので、「請求入力確認票」の出力および承認のオペレーションはありません。 

また、承認後の登録内容を削除することはできません。 

①メニューから［記録請求］→［発生記録請求］→［変更・削除］を選択します。 

 

 

②「支店コード」等を入力して検索条件を指定し、 検索 をクリックします。 

 

 

③登録内容を削除する債権のラジオボタンをオンにし、 削除 をクリックします。 
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④内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 

 

⑤登録内容の削除が完了しました。 

 

 

（５）発生記録請求の承認 

担当者が登録した発生記録請求の承認のオペレーションです。このオペレーションが完了

すると登録内容がでんさいネットに記録されます。 

①メニューから［記録請求］→［記録承認］→［記録請求承認］を選択します。 
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②「業務種別」のプルダウンメニューから「発生記録」を選択し、 検索 をクリックし

ます。 

なお、発生記録請求の登録を行った日が、表示されている「更新日」の日付より前の場合

は、「更新日」を登録した日に修正する必要があります。 

 

③検索結果が表示されます。「発生記録請求（債務者請求方式）（青字）」をクリックし、詳

細を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示されている日付より前に登

録している場合は、登録日に修

正してください。 
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④詳細確認後、「承認」または「非承認」のラジオボタンをオンにして 確定 をクリック

します。 

「非承認」を選択した場合は、担当者に書類一式を差し戻し、「（３）発生記録請求の登録

内容変更」または、「（４）発生記録請求の登録内容削除」のオペレーションを依頼してく

ださい。 

 

 

⑤ OK をクリックします。 

 

 

⑥承認が完了しました。「依頼番号」または「記録番号」をコピーします。依頼番号または

記録番号をコピーすることで検索条件をより詳細に指定できます。（この【例】では「依頼

番号」をコピーしています。） 

 

 

コピーします。
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（６）請求結果通知の出力および確認 

承認内容が正しく反映されているか「記録通知表（発生記録請求結果）」を出力して確認し

ます。でんさいネットにデータを記録するため承認後、10 分程度時間をあけてからオペレ

ーションしてください。 

①メニューから［記録請求］→［記録照会］→［記録通知照会］を選択します。 

 

 

②｢請求結果｣のラジオボタンをオンにします。（５）－⑥でコピーした「依頼番号」または

「記録番号」（この【例】では「依頼番号」）をペーストし、 検索 をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録番号をコピーした場

合は、こちらにペースト

してください。 
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③検索結果が表示されます。詳細を確認する場合は、「照会番号（青字）」をクリックしま

す。詳細確認後、 帳票作成 をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

④帳票作成が完了しました。「帳票受付ＩＤ」をコピーします。帳票受付ＩＤをコピーする

ことで検索条件をより詳細に指定できます。 

 

 

 

 

 

スクロールバーを

下方向にスクロー

ル。 

コピーします。 
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⑤メニューから[帳票照会]を選択します。④でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストし、 

 検索 をクリックします。 

 

 

⑥検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 

 

 

⑦ 開く をクリックします。 
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⑧ 印刷 をクリックします。 

 

 

⑨ OK をクリックします。 
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⑩「発生記録請求結果」を出力し、内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※発生記録請求（債務者請求方

式）（通常および先日付）の処理

結果を、お知らせします。 
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２．一括発生記録請求_電子記録債権を複数同時に発生させる方法 

ここでは、「発生記録請求（債務者請求方式）」により電子記録債権を複数同時に発生させ

る手続き（一括発生記録）方法を説明します。 

 

 

【例】貴社（㈱千代田丸製作所）が下記の条件で債務者請求方式による一括発生記録請求

を行う場合の手続きです。 

 

 

                 電子記録債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）固定長テキストファイルの作成 

「でんさいネット標準フォーマット（固定長テキスト形式）1.2 版」を参照して、固定長テ

キストファイルのデータを作成し、パソコン内に保存します。 

 

㈱千代田丸製作所 

債務者 

大阪北浜工業㈱ 

債権者 

利用者番号：00000HP99 

支店コード：100（日本橋） 

口座情報：（当座）1111101 

金額：6,500,000 円 

支払期日：2015 年 10 月 31 日 

その他：譲渡制限なし 

他複数あり 

利用者番号：00000HPA6 

支店コード：150（梅田） 

口座情報：（当座）2222202 

【一括発生記録請求の手続きの流れ】 

固定長テキストファイルの作成・保存（担当者） →  

データの取り込み（担当者）→ 一括登録（担当者） → 

請求入力確認票の出力・確認（担当者） → 承認（承認者） →  

請求結果通知の出力・確認（担当者・承認者） 
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（２）データの取り込み 

①メニューから［記録請求］→［記録請求一括取込指示］を選択します。 

 

 

②「支店コード」、「口座種別」、「口座番号」を入力し、 次へ をクリックします。 

 

 

③ 参照 をクリックします。 
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④「（１）固定長テキストファイル作成」で保存した固定長テキストファイルを指定し、 

 開く をクリックします。 

 

 

 

⑤「取込ファイル名」に保存先が指定されているのを確認し、 アップロード をクリッ

クします。 

 

 

保存先が指定

されます。 
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⑥アップロードが完了しました。複数ファイルがある場合は、「ロット番号」をメモします。

「ロット番号」をメモ帳等にコピーしておくと、登録内容を変更または削除する際に便利

です。 

 

 

 

（３）一括発生記録請求の登録 

①［記録請求］→［発生記録請求］→［一括登録］を選択します。 

 

 

 

②「支店コード」、「口座種別」、「口座番号」を入力し、 検索 をクリックします。 

 

 

 ロット番号 

ファイル名 
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③検索結果が表示されます。登録するファイル名のラジオボタンをオンにし 取込 

をクリックします。 

 

 

 

 

④固定長テキストファイルのデータが反映されます。内容を確認して、 確認 をクリッ

クします。 

 
 

データが反映されます。 
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⑤内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 

 

⑥発生記録請求一括登録が完了しました。「一括依頼番号」をコピーします。 

 
 

（４）請求入力確認票の出力および確認 

①メニューから［記録請求］→［記録照会］→［記録請求照会］を選択します。 

 

 

コピーします。 
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②「業務種別」をプルダウンメニューから選択、（３）－⑥でコピーした「一括依頼番号」

をペーストし、 検索 をクリックします。 

 

 

 

③検索結果が表示されます。 帳票作成 をクリックします。 

詳細を確認する場合は、「発生記録請求（債務者請求方式）（青字）」をクリックしてくださ

い。 

 

 

詳細の確認をする場合は

クリックしてください。 
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④帳票作成を受付しました。「帳票受付ＩＤ」をコピーします。   

 

 

 

⑤［帳票照会］を選択します。④でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストし、 検索 

をクリックします。 

 

 

 

⑥検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 

 

 

 

 

コピーします。
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⑦「請求入力確認票」を出力し、登録内容を確認します。 

内容が正しければ、「（７）一括発生記録請求の承認」へ進みます。 

内容に相違があった場合は、「（５）一括発生記録請求の登録内容変更」または、「（６）一

括発生記録請求の登録内容削除」へ進みます。 
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（５）一括発生記録請求の登録内容変更 

登録した内容（承認前）を変更するオペレーションです。ただし、承認後の登録内容は変

更できません。 

①メニューから［記録請求］→［発生記録請求］→［一括登録］を選択します。 

 

 

 

②「支店コード」、「口座種別」、「口座番号」を入力、「請求登録済」のラジオボタンをオン

にし、 検索 をクリックします。 

 

 

 

③登録内容を変更するロット番号のラジオボタンをオンにし、 取込 をクリックします。 
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④登録内容が反映されます。修正が必要な項目を変更します。内容を確認して、 確認 を

クリックします。 

 

 

 

⑤内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 

 

金額を修正。 
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⑥発生記録請求一括登録が完了しました。「一括依頼番号」をコピーします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピーします。 
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⑦「（４）請求入力確認票の出力および確認」を参照して「請求入力確認票」の出力をし、

修正項目が正しく反映されているか確認します。 

内容が正しければ、「（７）一括発生記録請求の承認」へ進みます。 

内容に相違があった場合は、「（５）一括発生記録請求の登録内容変更」または、「（６）一

括発生記録請求の登録内容削除」へ進みます。 

 

 

 

 

 

6,500,000 円から 

70,000,000 円に修

正。 
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（６）一括発生記録請求の登録内容削除 

登録した内容（承認前）の一部またはすべてを削除するオペレーションです。ただし、承

認後の登録内容は削除できません。 

Ａ．登録した内容の一部を削除する場合 

①メニューから［記録請求］→［発生記録請求］→［一括登録］を選択します。 

 

 

 

②「支店コード」、「口座種別」、「口座番号」を入力、「請求登録済」のラジオボタンをオン

にし、 検索 をクリックします。 

 

 

 

③登録内容を削除するロット番号のラジオボタンをオンにし、 取込 をクリックします。 
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④固定長テキストファイルのデータが反映されます。削除するデータの「請求除外」チェ

ックボックスにチェックをします。内容を確認して、 確認 をクリックします。 

なお、「請求除外」チェックボックスにすべてチェックすることで、反映されているデータ

すべてを削除することもできます。 

 

 

 

⑤内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 

 

 

削除するデータに

チェック。 
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⑥発生記録請求一括登録が完了しました。「一括依頼番号」をコピーします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピーします。 



第 6 章 一括ファクタリング 

第１節 支払企業利用編 

２．一括発生記録請求_電子記録債権を複数同時に発生させる方法 

17 
 

⑦「（４）請求入力確認票の出力および確認」を参照して「請求入力確認票」の出力をし、

請求除外データが削除されているか確認します。また、登録内容をすべて削除した場合は、 

「請求入力確認票」の出力はできません。 

内容が正しければ、「（７）一括発生記録請求の承認」へ進みます。 

内容に相違があった場合は、「（５）一括発生記録請求の登録内容変更」または、「（６）一

括発生記録請求の登録内容削除」へ進みます。 
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Ｂ．登録した内容のすべてを削除する場合 

①メニューから［記録請求］→［発生記録請求］→［一括登録］を選択します。 

 

 

 

②「支店コード」、「口座種別」、「口座番号」を入力、「請求済登録」のラジオボタンをオン

にし、 検索 をクリックします。 

 

 

 

③検索結果が表示されます。削除するロット番号のラジオボタンをオンにし、 

 一括請求削除 をクリックします。  
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④内容を確認して、 確定 をクリックします。 

 

 

 

⑤発生記録請求一括登録を削除しました。登録内容を一括請求削除する場合は、「請求入力

確認票」の出力はできません。 
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（７）一括発生記録請求の承認 

①メニューから［記録請求］→［記録承認］→［一括記録請求承認］を選択します。 

 

 

 

②「業務種別」のプルダウンメニューから「発生記録請求（債務者請求方式）」を選択し、

検索 をクリックします。 

なお、発生記録請求の登録を行った日が、表示されている「更新日」の日付より前の場合

は、「更新日」を登録した日に修正する必要があります。 

 

 

 

③検索結果が表示されます。「一括依頼番号（青字）」をクリックします。 

 

表示されている日付より前に登

録している場合は、登録日に修

正してください。 
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④詳細が表示されます。登録内容を確認して、 戻る をクリックします。また、詳細を

確認する場合は、「依頼番号（青字）」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「承認」または「非承認」のラジオボタンをオンにし、 確定 をクリックします。 

「非承認」を選択した場合は、担当者に書類一式を差し戻し、「（５）一括発生記録請求の

登録内容変更」または、「（６）一括発生記録請求の登録内容削除」のオペレーションを依

頼します。 
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⑥ OK をクリックします。 

 

 

⑦承認が完了しました。「一括依頼番号」をコピーします。 

 

 

コピーします。 
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（８）請求結果通知の出力 

①メニューから［記録請求］→［記録照会］→［記録通知照会］を選択します。 

 

 

②「一括請求結果」のラジオボタンをオンにします。（７）－⑦でコピーした「一括依頼番

号」をペーストし、 検索 をクリックします。 

 

 

③検索結果が表示されます。 帳票作成 をクリックします。 
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④帳票作成を受付しました。「帳票受付ＩＤ」をコピーします。 

 

 

 

⑤［帳票照会］を選択します。④でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストし、 検索 

をクリックします。 

 
 

 

⑥検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピーします。 
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⑦「発生記録請求結果通知」を出力し、内容を確認します。 

 

 

 

 

※一括請求時の発生記録請

求（債務者請求方式）（通常

および先日付）の処理結果

を、お知らせします。 
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１．買取請求（期日前資金化の方法） 

以下の関係に基づき、支払期日前に資金化する手続きを行います。 

 

 

 

【例】支払企業（大阪北浜工業（株））からの発生記録請求または、譲渡（分割）記録 

請求により納入企業（（株）千代田丸製作所）が債権を受け取ります。その債権を 

買取企業（SPC）へ買取請求することで支払期日前に資金化する手続きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払企業 

大阪北浜工業（株）

納入企業 

（株）千代田丸製作所 

買取企業 

ＳＰＣ 

②（株）千代田丸製

作所が買取請求 

③ＳＰＣが買取代

金を支払い 

①支払企業から

の発生記録請求

または、譲渡（分

割）記録請求 

【手続きの流れ】 

（１）記録通知の受領および確認 → （２）買取請求の登録 →  

（３）請求入力確認票の出力および確認 → （６）買取請求の承認 → 

（７）請求記録結果通知の出力および確認 
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（１）記録通知の受領および確認 

①でんさいネットから以下の通知メールが着信した場合は、記録通知照会をして、内容を

確認します。「照会番号」をコピーし、「URL」をクリックます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②［業務処理区分］→［電子記録債権メニュー］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株）千代田丸製作所  様 

  （ 00000APX4 ） 

 

  いつもご利用いただきありがとうございます。 

  以下の電子記録債権の通知につきましてお知らせいたします。 

 

  通知日  ：  2012/12/14 

 

  通知内容  ：  発生記録通知 

 

  照会番号  ：  02942012121200025767 

 

 ◆お願い 

 

  下記の URL より電子記録債権にログインしていただき、電子記録債権のお取引メニューの

  「記録請求」→「記録照会」→「記録通知照会」画面にて内容をご確認ください。 

  相違があれば、記録日を含む５営業日以内に【否認】をしてください。 

 

  →  https://dvw01.dv01.smtb.jp/eremon/Z/ZGU/ZGU01.do?op=init&bankCd=0294 

 

【否認】を行う場合は、 

「 第 ３ 章  債 権 者 利 用 編 

第４節 承諾・否認」をご参

照ください。 
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③電子記録債権メニューの詳細が表示されます。［記録請求］→［記録照会］→［記録通知

照会］を選択します。 

 

 

④「記録通知照会一覧」画面に遷移します。 

検索種別のラジオボタンで「記録通知」を選択します。 

通知日は、当日を表示していますので、通知の着信日が、表示されている通知日より前の

場合は、通知日を修正する必要があります。 

「①」でコピーした「照会番号」をペーストして、 検索 をクリックします。 
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⑤検索結果が表示されます。 帳票作成 をクリックします。 

 

 

⑥「帳票作成を受付しました。」のメッセージが表示されます。「帳票受付ＩＤ」をコピー

して、［帳票照会］を選択します。 
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⑦「帳票照会一覧」画面に遷移します。「⑥」でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストして、 

検索 をクリックします。 

 

 

⑧検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 
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⑨「発生記録通知」を出力して、内容を確認します。「記録番号」をコピーすると、

「（２）－④」の検索画面で債権を指定でき便利です。 

内容確認後、否認する場合は、「第３章 債権者利用編 第４節承諾・否認」をご参照くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「記録番号」

をコピー。 
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（２）買取請求の登録 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②一括ファクタリングメニューの詳細が表示されます。［買取請求管理］→［登録］を選択

します。 

 

 

③「一括ファクタリング買取請求登録基本情報入力」画面に遷移します。 

必須項目の「口座種別」および「口座番号」を入力して、 次へ をクリックします。 
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④「一括ファクタリング買取請求登録一覧」画面に遷移します。 

検索方式のラジオボタンで「記録番号」を選択し、「（１）－⑨」でコピーした「記録番号」

をペーストして、検索 をクリックします。 

債権の「記録番号」が不明な場合または、複数の債権の買取請求を行う場合は、検索方式

で「立場（債権者）」を選択します。  
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⑤検索結果が表示されます。買取請求する債権を選択して、 次へ をクリックします。

表示されている複数の債権をすべて選択する場合は、「全選択」にチェックを入れます。 

 

 

⑥「一括ファクタリング買取請求登録」画面に遷移します。「記録番号（青字）」をクリッ

クして、詳細を確認します。 
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⑦「開示最新債権情報詳細」画面に遷移します。内容を確認して、 閉じる をクリック

します。 

 

 

 

⑧「一括ファクタリング買取請求登録」画面に戻ります。 

債権を分割して買取請求を行う場合は、「買取請求金額」を希望額に修正し、 確認 を 

クリックします。 
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⑨「一括ファクタリング買取請求登録確認」画面に遷移します。内容を確認して、 確定 

をクリックします。 

 

 

⑩「一括ファクタリング買取請求登録が完了しました。」のメッセージが表示されます。 

「依頼番号」をコピーします。 
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（３）請求入力確認票の出力および確認 

①［照会］→［記録請求照会］を選択します。 

 

 

②「記録請求照会一覧」画面に遷移します。業務種別のプルダウンメニューから「譲渡・

分割記録」を選択します。「（２）－⑩」でコピーした「依頼番号」をペーストして、 

 検索 をクリックします。 
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③検索結果が表示されます。 帳票作成 をクリックします。 

 

 

④「帳票作成を受付しました。」のメッセージが表示されます。「帳票受付ＩＤ」をコピー

します。 

 

 

⑤［照会］→［帳票照会］を選択します。 
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⑥「帳票照会一覧」画面に遷移します。「④」でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストし

て、 検索 をクリックします。 

 
 

⑦検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 
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⑧「請求入力確認票」を出力して、内容を確認します。 

内容が正しければ、「（６）買取請求の承認」へ進みます。 

内容が相違していた場合は、「（４）買取請求の登録内容の変更」または、「（５）買取請求

の登録内容の削除」に進みます。 
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（４）買取請求の登録内容の変更 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②一括ファクタリングメニューの詳細が表示されます。［買取請求管理］→［変更・削除］

を選択します。 

 

 

③「一括ファクタリング買取請求変更・削除一覧」画面に遷移します。 検索 をクリッ

クします。 

なお、「依頼番号」や「記録番号」を入力することで、債権を指定することができます。 
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④検索結果が表示されます。ラジオボタンで登録内容を変更する債権を選択して、 変更  

をクリックします。検索結果について、登録内容の変更ができないものも表示されますの

で「注意事項※」をご確認ください。 

 

 

※登録内容の変更ができないものを選択し、変更すると以下のエラーメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

注意事項※ 
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⑤「一括ファクタリング買取請求変更・削除変更」画面に遷移します。内容を変更して、  

 確認 をクリックします。 

 

 

⑥「一括ファクタリング買取請求変更・削除確認」画面に遷移します。内容を確認して、 

 確定 をクリックします。 

 

 

⑦「変更が完了しました。」のメッセージが表示されます。「依頼番号」をコピーします。 
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⑧［照会］→［記録請求照会］を選択します。 

 

 

⑨「記録請求照会一覧」画面に遷移します。業務種別のプルダウンメニューから「譲渡・

分割記録」を選択します。「⑦」でコピーした「依頼番号」をペーストして、 検索 

をクリックします。 
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⑩検索結果が表示されます。 帳票作成 をクリックします。 

 

 

⑪「帳票作成を受付しました。」のメッセージが表示されます。「帳票受付ＩＤ」をコピー

します。 

 

 

⑫［照会］→［帳票照会］を選択します。 
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⑬「帳票照会一覧」画面に遷移します。「⑪」でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストして、 

検索 をクリックします。 

 

 

⑭検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 
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⑮「請求入力確認票」を出力して、内容を確認します。 

内容が正しければ、「（６）買取請求の承認」へ進みます。 

内容が相違していた場合は、「（４）買取請求の登録内容の変更」または、「（５）買取請求

の登録内容の削除」に進みます。 
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（５）買取請求の登録内容の削除 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②一括ファクタリングメニューの詳細が表示されます。［買取請求管理］→［変更・削除］

を選択します。 

 

 

③「一括ファクタリング買取請求変更・削除一覧」画面に遷移します。 検索 をクリック

します。 

「依頼番号」や「記録番号」を入力することで、債権を指定することができます。 
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④検索結果が表示されます。ラジオボタンで登録内容を削除する債権を選択して、削除 

をクリックします。検索結果について、登録内容の変更ができないものも表示されますの

で「注意事項※」をご確認ください。 

 

 

 

※登録内容の削除ができないものを選択し、削除すると以下のエラーメッセージが表示されます。 

 
 

 

注意事項※
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⑤「一括ファクタリング買取請求変更・削除確認」画面に遷移します。内容を確認して、 

 確定 をクリックします。 

 

 

⑥「削除が完了しました。」のメッセージが表示されます。「請求入力確認票」は出力でき

ません。 
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（６）買取請求の承認 

責任者が買取請求の承認を行います。 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②一括ファクタリングメニューの詳細が表示されます。［買取請求管理］→［承認］を選択

します。 

 

 

③「一括ファクタリング買取請求承認一覧」画面に遷移します。 検索 をクリックします。 

更新日は、当日の日付を表示していますので、買取請求登録を更新日の日付より前に行っ

ている場合は、更新日を登録した日に修正する必要があります。 
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④「一括ファクタリング買取請求承認確認」画面に遷移します。「依頼番号（青字）」を

クリックして、詳細を確認します。 

 

 

⑤「一括ファクタリング買取請求承認詳細」画面に遷移します。内容を確認して、 

閉じる をクリックします。 

 

 

⑥「一括ファクタリング買取請求承認確認」画面に戻ります。承認／非承認エリアのラジ

オボタンで「承認」または、「非承認」を選択して、 確定 をクリックします。 

「非承認」を選択した場合は、担当者に書類一式を差し戻し、「（４）買取請求の登録内容

の変更」または、「（５）買取請求の登録内容の削除」のオペーレーションを依頼します。 
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⑦「確認ポップアップ」画面が表示されます。 OK をクリックします。 

 

 

⑧「承認が完了しました。」のメッセージが表示されます。「依頼番号」をコピーします。 
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（７）請求記録結果通知の出力および確認 

①［業務処理区分］→［電子記録債権メニュー］を選択します。 

 

 

②電子記録債権メニューの詳細が表示されます。［記録請求］→［記録照会］→［記録通知

照会］を選択します。 

 

 

③「記録通知照会一覧」画面に遷移します。検索種別のラジオボタンで「請求結果」を選

択します。「（６）－⑧」でコピーした「依頼番号」をペーストして、 検索 をクリック

します。 
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④検索結果が表示されます。 帳票作成 をクリックします。 

 

 

⑤「帳票作成を受付しました。」のメッセージが表示されます。「帳票受付ＩＤ」をコピー

して、［帳票照会］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 一括ファクタリング 

第２節 納入企業利用編 

１．買取請求（期日前資金化の方法） 

 

31 
 

 

⑥「帳票照会一覧」画面に遷移します。「⑤」でコピーした「帳票受付ＩＤ」をペーストして、 

検索 をクリックします。 

 

 

⑦検索結果が表示されます。 ダウンロード をクリックします。 
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⑧「譲渡（または分割）記録請求結果」を出力して、内容を確認します。 

 買取請求（期日前資金化の方法）の手続きは、終了です。 
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２．照会機能 

（１）保有債権照会 

買取請求可能な債権を確認することができます。 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②一括ファクタリングメニューの詳細が表示されます。［照会］→［保有債権明細照会］を

選択します。 

 

 

③「保有債権明細照会一覧」画面に遷移します。 

必須項目の「口座種別」および「口座番号」を入力します。検索方式のラジオボタンで

「立場（債権者）」を選択して、 検索 をクリックします。 

検索方式を「記録番号」と選択した場合は、「記録番号」の入力が必要です。 
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④検索結果が表示されます。「記録番号（青字）」をクリックして、詳細を確認します。 
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⑤「開示最新債権情報詳細」画面に遷移します。内容を確認して、 閉じる をクリック

します。この開示最新債権情報詳細は、帳票の出力はできません。 
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（２）記録請求照会 

各種記録請求の内容や請求状況等について確認することができます。 

また、「請求入力確認票」の作成も本照会画面から行うことができます。 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②［照会］→［記録請求照会］を選択します。 

 

 

③「記録請求照会一覧」画面に遷移します。業務種別のプルダウンメニューから該当する

業務を選択し、 検索 をクリックします。 

なお、業務種別以外の検索条件は任意入力となりますが、照会結果が上限件数（1000 件）

を超える場合等は、検索条件を追加して検索結果の絞り込みを行ってください。 

 

※9 つの業務種別：「発生記録」、「譲渡・分割記録」、「保証記録」、「変更記録」、「支払等記録」、「訂正回復」、

「割引」、「組戻」、「譲渡担保」 

業務種別は 9 つの業務※から選択します。 

買取請求を行った債権を検索する場合は、

「譲渡・分割記録」を選択します。 



第６章 一括ファクタリング 

第２節 納入企業利用編 

２．照会機能 

5 
 

④検索結果が表示されます。各記録請求の詳細を確認する場合は、検索結果に表示される

各記録請求の「請求種別（青字）」をクリックし、詳細を表示します。 

 

 

⑤各記録請求の「請求入力確認票」を作成する場合は、 帳票作成 をクリックします。 

※ 帳票作成 をクリックすると、検索結果に表示されている全ての記録請求について帳票が

作成されます。帳票作成の対象を絞る場合には、検索結果から該当する記録請求の「依頼番号」

や「記録番号」等をコピーし、検索条件にペーストして絞り込みを行ってください。 
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⑥「帳票作成を受付ました。」のメッセージと「帳票受付ＩＤ」が表示されます。 

作成した帳票は「（３）帳票照会」の機能を用いて出力します。 

（表示されている「帳票受付ＩＤ」をコピーしておくと帳票出力がスムーズに行えます。） 
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（３）帳票照会 

「（２）記録請求照会」にて作成した請求入力確認票や記録通知票等の各種帳票を出力する

ことができます。 

①［業務処理区分］→［一括ファクタリングメニュー］を選択します。 

 

 

②［照会］→［帳票照会］を選択します。 

 

 

 

③「帳票照会一覧」画面に遷移します。検索条件に出力したい帳票の内容を入力し、 検索 を

クリックします。 

※「（２）記録請求照会」にて帳票受付ＩＤをコピーしている場合は、検索条件の「帳票受付

ＩＤ」に当該ＩＤをペーストし、検索してください。 
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④検索結果が表示されます。出力したい帳票の ダウンロード をクリックし、帳票を出

力します。 
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